
措置状況報告書 

監査の名称：令和６年度 定期監査 

部 局 名：教育部 

指摘事項等 措置内容又は措置方針等 備 考 

［学校施設課］ 

（１）収入事務について 

ア 調定事務が適正でないもの 

大分市財務規則の規定では、収

入命令者は、調定した後において

過誤その他の理由により当該調定

の変更又は取消しの必要があると

きは、直ちに収入調定書により変

更等の手続きをしなければならな

いとされている。 

しかしながら、体育館等使用料

を返還することを決定したにもか

かわらず、調定の減額変更を行う

ことなく還付処理しているものが

見受けられた。 

今後は、規則に従い適正な事務

処理をされたい。 

 

［体育保健課］ 

（１）備品等管理事務について 

ア 備品の管理が適正でないもの 

大分市物品取扱規則の規定で

は、物品管理者は、購入により取得

した備品について、会計管理者に

通知しなければならないと定めら

れており、また、物品取扱者は、備

品台帳を備えて整理することとさ

れている。 

しかしながら、購入により取得

した備品について会計管理者への

通知を行わず、備品台帳に登録し

ていないものが見受けられた。 

今後は、規則に従い適正な管理

をされたい。 

 

［社会教育課］ 

（１）備品等管理事務について 

ア 公用車の運行管理事務が適正

でないもの 

大分市自動車管理規程の規定で

は、課等管理車の運転使用者は、自

動車の運行状況を自動車運転日誌

［学校施設課］ 

（１） 

ア 

ご指摘のありました件につきまして

は、大分市財務規則に基づき、収入調

定書により減額変更を行いました。 

 今後は、規則に従い適正な事務処理

を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［体育保健課］ 

（１） 

ア 

ご指摘のありました件につきまして

は、大分市物品取扱規則に基づき、物

品取得通知書を会計課宛提出いたしま

した。 

 今後は、規則に従い適正な管理に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［社会教育課］ 

（１） 

ア 

ご指摘のありました件につきまして

は、大分市自動車管理規程の規定に基

づき、主管の長に提出したうえで、事

務処理の是正を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指摘事項等 措置内容又は措置方針等 備 考 

に記載し、主管の長に提出しなけ

ればならないとされている。 

    しかしながら、自動車運転日誌

に記載をしていたものの、主管の

長の確認印が押印されていないも

のが見受けられた。 

    今後は、規程に従い適正な事務

処理をされたい。 

 

イ 備品の管理が適正でないもの 

大分市物品取扱規則の規定で

は、物品管理者は、物品を処分した

ときは、直ちに会計管理者に通知

しなければならないとされてい

る。 

しかしながら、廃棄処分を行っ

ている備品について、会計管理者

あてに物品処分の通知をしておら

ず、そのまま備品台帳に登録され

ているものが見受けられた。 

今後は、規則に従い適正な管理

をされたい。 

 

［大分市教育センター］ 

（１）備品等管理事務について 

ア 備品の管理が適正でないもの 

    大分市物品取扱規則の規定で

は、物品管理者は、その所管に属

する物品で損傷はなはだしく使用

できないと認めるものについて

は、決裁をうけて処分することが

でき、物品を処分したときは、直

ちに会計管理者に通知しなければ

ならないとされている。 

しかしながら、決裁をうけずに

備品を処分し、会計管理者あてに

物品処分の通知をしておらず、そ

のまま備品台帳に登録されている

ものが見受けられた。 

今後は、規則に従い適正な管理

をされたい。 

 

［美術振興課］ 

（１）収入事務について 

ア 収納した現金を速やかに指定

金融機関等に払い込んでいないも

今後は、規程に従い適正な事務処理

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 

ご指摘のありました件につきまして

は、大分市物品取扱規則に基づき、物

品処分通知書を会計課宛て提出しまし

た。 

今後は、規則に従い適正な管理に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

［大分市教育センター］ 

（１） 

ア 

ご指摘のありました件につきまして

は、大分市物品取扱規則に基づき、物

品処分通知書を会計課宛て提出いたし

ました。 

 今後は、規則に従い適正な管理に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［美術振興課］ 

（１） 

ア 

 ご指摘のありました件につきまして

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指摘事項等 措置内容又は措置方針等 備 考 

の 

大分市財務規則の規定では、出

納員等は、納入義務者から現金を

直接収納したときは、速やかに指

定金融機関等に払い込まなければ

ならないとされている。ただし、公

金取扱事務の基本マニュアルによ

り、受託公衆電話など金銭投入式

による収納においては、会計管理

者が合理的に認める場合として、

払い込みまでの日数を１か月を超

えない日数まで猶予するとされて

いる。 

しかしながら、公衆電話料とし

て直接収納した現金を１か月を超

えて指定金融機関等へ払い込んで

いるものが見受けられた。 

今後は、規則等に従い適正な事

務処理をされたい。 

は、毎月記録簿で管理のうえ、１か月

以内に指定金融機関へ払い込むように

いたしました。 

 今後は、規則に従い適正な管理に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


